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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】信号線数の削減及び低消費電流化を実現するイ
ンターフェース回路を提供する。
【解決手段】インターフェース回路は、帯域が異なる複
数のシリアルインターフェースに対応する複数のシリア
ル信号線を備える。インターフェース回路は、当該シリ
アル信号線より多い本数の複数種類の信号線からなる信
号伝送路上の途中に挿入され、送信側において、当該シ
リアル信号線より多い本数の信号線から入力される信号
を重畳し、重畳信号の帯域に対応するシリアルインター
フェースを選択して重畳信号を伝送し、受信側において
、重畳信号を元の信号に戻して元の信号伝送路に出力す
る。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　帯域が異なる複数のシリアルインターフェースそれぞれに対応する複数のシリアル信号
線と、
　前記シリアル信号線の本数より多い複数の信号線から入力される複数種類の信号を重畳
して、前記複数のシリアルインターフェースのうち、所定の伝送条件に従って該重畳信号
を伝送するシリアルインターフェースを選択する送信側制御部と、
　前記選択されたシリアルインターフェースのシリアル信号線を介して伝送された前記重
畳信号を受信し、前記重畳信号を前記複数種類の信号に戻して、その種類毎の信号線に振
り分ける受信側制御部とを備えることを特徴とするインターフェース回路。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記送信側制御部は、前記所定の伝送条件の変化に伴い、前記重畳信号を伝送するシリ
アルインターフェースを変えることを特徴とするインターフェース回路。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　前記所定の伝送条件は、前記重畳信号の伝送に必要な帯域であることを特徴とするイン
ターフェース回路。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記重畳信号を伝送可能な帯域のシリアルインターフェースが複数ある場合、前記送信
側制御部は、そのうちの最も帯域の狭いシリアルインターフェースを選択することを特徴
とするインターフェース回路。
【請求項５】
　請求項３において、
　前記送信側制御部は、前記重畳信号を伝送しないシリアルインターフェースへの電源供
給を停止することを特徴とするインターフェース回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、信号を伝送するインターフェース回路に関し、特に、信号線数の削減及び低
消費電流化が要求される携帯端末装置への適用に好適である。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機のような携帯端末装置において、搭載される機能デバイスとその機能デバイ
スを制御するプロセッサ間の通信インターフェースは、機能毎に固定されて設けられてい
る。
【０００３】
　図１は、携帯電話機の従来のインターフェース構成例を説明する図である。携帯電話機
は、例示されるように、液晶表示装置（LCDモジュール）１１、カメラ機能を実現するカ
メラDSP１２、LEDドライバ１３、音声出力機能を実現する音声アンプ１４、折り畳み式携
帯電話機の場合における開閉検出機構１５などさまざまな機能デバイスを搭載している。
各機能デバイスは、それぞれに割り当てられた固定の信号線（シリアル伝送用又はパラレ
ル伝送用）を介して、制御手段であるプロセッサ２０と通信する。
【０００４】
　例えば、LCDモジュール１１とプロセッサ２０間の通信は、LCD用I/F２１とSPI(Standar
d Peripheral Interface)２２により行われ、LCD用I/F２１は、プロセッサ２０からの表
示信号を送信するための伝送速度400MbpsのシリアルI/Fであって、６本の信号線を必要と
する。また、SPI２２は、制御信号を送信するための伝送速度1MbpsのシリアルI/Fであっ
て、３本の信号線を必要とする。
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【０００５】
　カメラDSP１２とプロセッサ２０間のインターフェースであるカメラ用I/F２３は、カメ
ラDSP12からのデータ信号をプロセッサ２０に送信するための伝送速度500Mbps以上のパラ
レルI/Fであって、例えば６本の信号線を必要とする。また、プロセッサ２０は、I2C (In
ter IC Bus)２４を介して、カメラDSP１２に制御信号を送信する。I2C ２４は、伝送速度
400kbpsのシリアルI/Fであって、２本の信号線を必要とする。さらに、インジケータ用の
LEDドライバ１３とプロセッサ２０間の通信も、I2C２４により行われる。
【０００６】
　音声アンプ１４及び開閉検出機構１５は、それぞれ１本の信号線を介して、プロセッサ
２０のGPIO(General Purpose Input Output)２５と接続し、GPIO２５に接続する複数の信
号線の合計伝送速度は100kbps以下である。GPIO２５には、ポートの数分だけ機能デバイ
スが接続可能であり、GPIO２５に接続する信号線数は、接続する機能デバイス分の数とな
る。
【０００７】
　このように、複数の機能デバイスに対して、様々な種類のインターフェースが提供され
、インターフェース毎に、その伝送方式に従った必要本数の信号線が必要となる。
【０００８】
　また、下記特許文献１は、送信処理回路が入力レートに応じて予め設定された分割数又
は合成数に基づいて、ストリームパケットを分割又は合成し、シリアルインターフェース
バスに送出する構成が開示されている。
【特許文献１】特開平１１－６８８０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述の従来のインターフェース構成では、機能デバイス毎にインターフェースが設けら
れるため、携帯端末装置に搭載される機能デバイスが増えるにつれて、各インターフェー
スの信号線数が増加する。特に、表示装置に画像を表示するための表示信号や、カメラに
より撮像された画像データ信号はデータ量が大きいため、多くの信号線を必要とする。
【００１０】
　また、パラレル伝送では、信号線数の増加が著しいので、信号線数の増加を抑制するた
めに、伝送路のシリアル化が行われているが、例えば、折り畳み式携帯電話機では、キー
ボタンを搭載する本体側と液晶画面を搭載する表示部側との連結部分は細く狭いため、折
りたたみ式携帯電話機の構造上、シリアル化を行っても、その部分を通す信号線数を現状
以上増加させることは困難となってきている。
【００１１】
　また、シリアル伝送の場合は、パラレル伝送と比較して、伝送速度を高速にする必要が
あるため、消費電流が増大する。特に、シリアル伝送において、信号線数をさらに削減す
るために、複数の機能デバイスの信号線を重畳する場合、最も高速の伝送速度に合わせる
必要がある。その場合、比較的低速の伝送速度で済む機能デバイスのみを使用している状
態でも、高速の伝送速度での伝送となり、必要以上の無駄な電流を消費することになる。
低消費電力化は、携帯電話機を含む携帯端末装置に常に求められる要請であり、信号線の
削減と消費電流の低減を同時に満たす必要がある。
【００１２】
　そこで、本発明の目的は、信号線数の削減及び低消費電流化を実現するインターフェー
ス回路を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するためのインターフェース回路は、帯域が異なる複数のシリアルイン
ターフェースそれぞれに対応する複数のシリアル信号線と、前記シリアル信号線の本数よ
り多い複数の信号線から入力される複数種類の信号を重畳して、前記複数のシリアルイン
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ターフェースのうち、所定の伝送条件に従って該重畳信号を伝送するシリアルインターフ
ェースを選択する送信側制御部と、前記選択されたシリアルインターフェースのシリアル
信号線を介して伝送された前記重畳信号を受信し、前記重畳信号を前記複数種類の信号に
戻して、その種類毎の信号線に振り分ける受信側制御部とを備えて構成される。
【００１４】
　すなわち、インターフェース回路は、帯域が異なる複数のシリアルインターフェースに
対応する複数のシリアル信号線を備える。インターフェース回路は、当該シリアル信号線
より多い本数の複数種類の信号線からなる信号伝送路上の途中に挿入され、送信側におい
て、当該シリアル信号線より多い本数の信号線から入力される信号を重畳し、重畳信号の
帯域に対応するシリアルインターフェースを選択して重畳信号を伝送し、受信側において
、重畳信号を元の信号に戻して元の信号伝送路に出力する。
【００１５】
　インターフェース回路を、例えば、携帯端末装置における複数の機能デバイスとそれを
制御するプロセッサ間の信号伝送路の途中に挿入することで、機能デバイス毎の複数種類
の信号を伝送するのに必要な信号線の本数を、信号伝送路途中で削減することができる。
【００１６】
　また、帯域が異なる複数のシリアルインターフェースが用意されることで、信号伝送に
必要な帯域に見合ったシリアルインターフェースを選択可能となり、過剰な帯域を有する
インターフェース使用による消費電流の無断を削減できる。具体的には、信号伝送可能な
帯域のシリアルインターフェースが複数ある場合は、そのうちの最も帯域の狭いシリアル
インターフェースが選択される
　特に、信号伝送に必要な帯域（所定の伝送条件）の変化に伴い、重畳信号を伝送するシ
リアルインターフェースを動的に変化させることで、帯域の変化に対して、最適なインタ
ーフェースを選択され、きめ細かい消費電流低減のための制御が達成される。また、消費
電流削減のため、好ましくは、信号を伝送しないシリアルインターフェースへの電源供給
を停止する。
【発明の効果】
【００１７】
　本インターフェース回路は、帯域が異なる複数のシリアルI/Fを備え、信号伝送に必要
な帯域の変化に応じて、使用するシリアルI/Fを動的に変化させることで、信号線数を削
減するとともに、消費電流の低減も実現する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。しかしながら、かかる実
施の形態例が、本発明の技術的範囲を限定するものではない。
【００１９】
　図２は、本実施の形態におけるインターフェース回路の構成例を示す図である。図２で
は、携帯電話機におけるプロセッサと各種機能デバイス間のインターフェース回路１００
の例を示す。
【００２０】
　携帯電話機は、例示されるように、液晶表示装置（LCDモジュール）１１、カメラ機能
を実現するカメラDSP１２及びLEDドライバ１３、音声出力機能を実現する音声アンプ１４
、折り畳み式携帯電話機の場合における開閉検出機構１５などさまざまな機能デバイスを
搭載している。各機能デバイスは、折り畳み式携帯電話機の表示装置側に搭載され、各機
能デバイスを制御するプロセッサ２０は、キーボタンなどが配置された本体側に搭載され
る。
【００２１】
　インターフェース回路は、各機能デバイスとそれらを制御するプロセッサ２０間の信号
伝送を制御する回路であり、帯域（伝送速度）がそれぞれ異なる３つのシリアルI/F５０
Ａ、５０Ｂ及び５０Ｃ（総称する場合、シリアルI/F５０と称する）と、その両端それぞ
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れにおいて、信号の振り分け制御を行う送信側制御部６０及び受信側制御部７０とを備え
る。なお、以下の説明では、プロセッサ２０から機能デバイス側に信号伝送する場合につ
いて説明する。機能デバイス側からプロセッサ側に信号伝送する場合は、送信側制御部６
０が受信側制御部として機能し、受信側制御部７０が送信側制御部として機能する。
【００２２】
　プロセッサ２０及び機能デバイスは、図１に示した従来のインターフェース構成の信号
線を介して、それぞれ本実施の形態におけるインターフェース回路の送信側制御部６０及
び受信側制御部７０と接続する。すなわち、本実施の形態におけるプロセッサ２０と機能
デバイス間のインターフェース構成は、図１に示した従来のインターフェース構成におけ
る信号線の途中に本実施の形態のインターフェース回路が挿入された形態となる。シリア
ルI/F５０Ａ、５０Ｂ及び５０Ｃの各信号線が、折り畳み式携帯電話における本体側と表
示装置側の連結部分を通る。
【００２３】
　シリアルI/F５０Ａ、５０Ｂ及び５０Ｃの帯域は、それぞれ1Gbps、1Mbps及び100kbpsで
あり、信号伝送は複数チャネルに分割可能であってもよい。図２の例では、シリアルI/F
５０Ａによる信号伝送は２チャネル構成とし、シリアルI/F５０Ｂ及び５０Ｃによる信号
伝送は１チャネルである。また、帯域が広いほど消費電流は高く、各シリアルI/F５０Ａ
、５０Ｂ及び５０Ｃの消費電流は200mA、50mA及び10mAとする。
【００２４】
　各シリアルI/F５０Ａ、５０Ｂ及び５０Ｃの信号線数は、帯域を確保するのに必要な本
数であるが、その合計本数は、図１の従来のインターフェース（以下、元I/Fと称する）
における合計本数より少なくする。信号伝送経路途中の信号線の本数を削減することで、
必要帯域を確保しつつ、経路途中の狭い配線空間に信号線を通すことができる。
【００２５】
　送信側制御部６０は、プロセッサ２０と接続する複数の元I/Fの信号線から入力される
信号をフォーマット変換してから重畳して、該重畳信号の伝送に必要な帯域に応じて、シ
リアルI/F５０Ａ、５０Ｂ及び５０Ｃのいずれかを選択して出力する。具体的な構成及び
動作例は後述する。
【００２６】
　受信側制御部７０は、シリアルI/F５０Ａ、５０Ｂ及び５０Ｃを介して伝送された重畳
信号を受信し、受信された信号を元I/Fの種類毎の信号に分割して、元I/Fのフォーマット
に戻してから、機能デバイスと接続する複数の元I/Fの信号線に出力する。
【００２７】
　図３は、送信側制御部６０の構成例を示す図である。変換部６１は、プロセッサ２０か
ら元I/Fの様々なフォーマットで入力される信号（パケット信号）のフォーマットを、シ
リアルI/F５０用の共通フォーマットに変換する。パラレル信号が入力される場合は（例
えば、カメラI/F２３からの入力信号）、パラレル信号をシリアル信号に変換してさらに
フォーマット変換を行う（パラレル－シリアル変換）。入力信号がシリアル信号である場
合は、フォーマット変換のみを行う（シリアル－シリアル変換）。
【００２８】
　パケット処理部６２のヘッダ付与部６２１は、フォーマット変換された信号にヘッダを
付与する。ヘッダ情報は、少なくとも入力信号の元I/F種類識別情報及びパケットの順序
情報を有する。入力信号はパケット信号として入力されるが、例えば、GPIO２５からの入
力信号のように、パケット信号でない信号が入力される場合は、ヘッダ付与前にパケット
化部６２２により入力信号をパケット化する。ヘッダが付与されたパケット信号は、各シ
リアルI/F５０Ａ、５０Ｂ及び５０Ｃそれぞれに対応する重畳部６２３Ａ、６２３Ｂ及び
６２３Ｃ（総称する場合は、重畳部６２３と称する）に送られる。
【００２９】
　重畳制御部６３は、現在使用されている（信号を送信している）元I/Fの種類、各信号
の伝送に必要な帯域などの情報を含むI/F制御信号を受信し、該I/F制御信号に基づいてヘ
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ッダ情報を生成し、各ヘッダ付与部６２１に供給する。
【００３０】
　また、重畳制御部６３は、I/F制御信号に基づいて伝送条件を判定し、シリアルI/F５０
Ａ、５０Ｂ及び５０Ｃの中から、該伝送条件を満足するシリアルI/Fを選択し、選択した
シリアルI/F５０の重畳部６２３に対して重畳制御信号を供給する。重畳制御信号は、重
畳部６２３が重畳すべき（対応するシリアルI/F５０で伝送する）パケット信号の元I/F種
類を指定する信号である。
【００３１】
　重畳制御信号が供給される重畳部６２３は、各ヘッダ付与部６２１からのパケット信号
のうち、重畳制御信号で指定されるヘッダ情報を有するパケット信号のみを選択して重畳
する。重畳信号は、シリアルI/F部５０からその信号線に出力される。
【００３２】
　シリアルI/F制御部６４は、シリアルI/F５０Ａ、５０Ｂ及び５０Ｃの起動制御を行い、
パケット信号を伝送するシリアルI/F５０にのみ電源供給を行って、そのシリアルI/F５０
を起動状態にし、パケット信号を伝送しないシリアルI/F５０への電源供給を停止し、動
作停止状態とする。これにより、パケット信号を伝送しないシリアルI/Fは電流を消費し
ないので、無駄な電流消費がなくなる。
【００３３】
　なお、例示の構成では、各ヘッダ付与部６２１からのパケット信号は、すべての重畳部
６２３Ａ、６２３Ｂ、６２３Ｃに出力され、各重畳部において、送信すべきパケット信号
を取捨選択する構成であるが、ヘッダ付与部６２１から出力される段階で、使用されるシ
リアルI/F５０に対応する重畳部にのみパケット信号が送信される構成であってもよい。
その場合、ヘッダ付与部６２１が、重畳制御部６３からの重畳制御信号に従って、パケッ
ト信号を出力する重畳部６２３を選択して出力し、重畳部６２３はヘッダ付与部６２１か
らのパケット信号をすべて重畳する。
【００３４】
　図４は、重畳制御部６３におけるシリアルインターフェース選択制御を説明する図であ
る。図４は、各シリアルI/F５０の使用状態の遷移図であって、表１に示される伝送条件
に応じてパケット信号を伝送するシリアルI/F５０の遷移状態を示す。
【００３５】
　表１において、待機状態はシリアルI/F５０Ａ、５０Ｂ及び５０Ｃ全て停止している状
態である。
【００３６】
　状態ＡはシリアルI/F５０Ｃのみが起動している状態であって、パケット信号の合計帯
域が100kbps以下の場合、すなわち、元I/FにおけるGPIO２５のみが使用される状態である
。
【００３７】
　状態ＢはシリアルI/F５０Ｂのみが起動している状態であって、パケット信号の合計帯
域が1Mbps以下（且つ100kbps超）の場合、すなわち、元I/FにおけるSPI２２又はI2C２４
のみが使用される状態、又はI2C２４とGPIO２５が同時に使用される状態である。
【００３８】
　状態Ｃはシリアルインターフェース５０Ａのみが起動している状態であって、パケット
信号の合計帯域が1Gbps（且つ1.1Mbps超）以下の場合、すなわち、元I/FにおけるLCD用I/
F２１及びカメラ用I/F２３の一方又は両方が使用される場合、LCD用I/F２１及びカメラ用
I/F２３の一方又は両方が使用され、その上さらに、SPI２２、I2C２４及びGPIO２５の少
なくとも一つが使用される状態である。
【００３９】
　状態ＤはシリアルI/F５０Ｂと５０Ｃのみが起動している状態であって、パケット信号
の合計帯域が1.1Mbps以下（且つ1Mbps超）の場合、すなわち、SPI２２とGPIO２５が同時
に使用される状態である。
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【００４０】
　なお、状態Ｄでは、GPIO２５がシリアルI/F５０Ｃに振り分けられ、それ以外の元I/F（
SPI、I2C）はシリアルI/F５０Ｂに振り分けられる。
【００４１】
【表１】

　例えば、表１において、（１）GPIO２５のみが使用される場合（状態Ａへの遷移）、シ
リアルI/F５０Ｃのみを起動し、GPIO２５の信号をシリアルI/F５０Ｃで伝送する。このと
き、シリアルI/F５０Ａ、５０Ｂ及び５０Ｃ全てがGPIO２５の信号を伝送するのに必要な
帯域を有しており、より帯域の広いシリアルI/F５０Ａ又は５０Ｂでも伝送できるが、シ
リアルI/F５０Ａ及び５０Ｂは消費電流がシリアルI/F５０Ｃより大きいため、シリアルI/
F５０Ｃを用いる。このように、伝送可能な帯域の異なるI/Fのうち、より消費電流の少な
いI/Fを用いることで、消費電流の無駄を抑えることができる。
【００４２】
　（２）GPIO２５とI2Cが使用される場合（状態Ｂへの遷移）、シリアルI/F５０Ｂのみを
起動し、GPIO２５の信号及びI2Cの信号を重畳して、シリアルI/F５０Ｂで伝送する。この
とき、GPIO２５の信号及びI2Cの信号の重畳信号を伝送するのに必要な帯域を有するのは
、シリアルI/F５０ＡとシリアルI/F５０Ｂであり、より帯域の広いシリアルI/F５０Ａで
も伝送できるが、シリアルI/F５０Ａは消費電流がより大きいため、シリアルI/F５０Ｂを
用いる。この場合も、上述同様に、伝送可能な帯域の異なるI/Fのうち、より消費電流の
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少ないI/Fを用いることで、消費電流の無駄を抑えることができる。また、複数種類のI/F
を一つのI/Fに集約して伝送するため、伝送経路途中の信号線数を削減することができる
。
【００４３】
　また、（３）LCD用I/F２１及びカメラ用I/F２３を使用する場合（状態Ｃへの遷移）、
シリアルI/F５０Ａ（２チャネルとも）を起動し、LCD用I/F２１の信号とカメラ用I/F２３
の信号を重畳して、シリアルI/F５０Ａで伝送する。このとき、シリアルI/F５０Ａは、元
I/Fのすべてが使用された状態で必要な帯域を有しているので、他のI/Fが使用される場合
も、すべてシリアルI/F５０Ａに重畳して伝送する。このように、少ない本数の信号線で
多くの種類の信号を伝送することができ、信号伝送経路の途中の信号線数を削減すること
ができる。そして、配線できる信号線数の上限の範囲で、帯域を複数段階に分けたI/Fを
用意することで、消費電流の無駄を抑えることができる。
【００４４】
　（４）LCD用I/F２１を使用する（カメラ用I/F２３は用いられない）場合（状態Ｃへの
遷移）、必要帯域は、シリアルI/F５０Ａを１チャネル(500Mbps)で足りるので、１チャネ
ルのみ起動する。カメラ用I/F２３以外の他のI/Fが起動しても、１チャネルで足りる。チ
ャネルの起動制御は、重畳制御部６３の指示に従って、シリアルI/F制御部６４により実
行される。
【００４５】
　（５）SPI２２とGPIO２５を使用する場合（状態Ｄへの遷移）、シリアルI/F５０Ｂのみ
では帯域が足りないので、シリアルI/F５０Ｃも起動し、SPI２２の信号はシリアルI/F５
０Ｂで伝送し、GPIO２５の信号はシリアルI/F５０Ｃで伝送する。このとき、シリアルI/F
５０Ａの１チャネル(500Mbps)でも伝送可能であるが、シリアルI/F５０ＢとシリアルI/F
５０Ｃの合計帯域（1.1Mbps）による伝送の方が消費電流を少なくすることができるので
、シリアルI/F５０Ａは使用されない。
【００４６】
　このように、元I/Fで必要される信号線数より少ない信号線数の範囲で、帯域が異なる
複数のI/Fを用意し、重畳制御部６３は、使用される元I/Fの種類又は必要な帯域が変化す
ることにより、パケット信号を伝送するシリアルI/F５０を動的に変化させる。これによ
り、重畳信号の伝送に必要な帯域に応じて、最適な帯域のシリアルI/Fが使用されるため
、消費電流の削減を図ることができる。
【００４７】
　また、最大帯域を有するシリアルI/F５０Ａを、すべての機能デバイスを使用した場合
でも足りる帯域とすることで、携帯電話機に搭載される機能デバイスの数にかかわらず、
プロセッサと機能デバイス間の経路途中の信号線を一定にすることできる。
【００４８】
　図５は、受信側制御部７０の構成例を示す図である。受信側制御部７０は、送信側制御
部６０と逆の動作を行う。すなわち、シリアルI/F５０から入力される重畳信号はパケッ
ト処理部７２の分離部７２３で元I/F種類毎の信号に分離される。分離部７２３は、各パ
ケット信号をすべてのヘッダ除去部７２１に振り分ける。各ヘッダ除去部７２１は、パケ
ット信号のヘッダ情報に従って、対応する元I/Fのパケット信号のみを選択し、そのヘッ
ダを除去して、変換部７１に送る。なお、分離部７２３において、ヘッダ情報を識別する
構成であってもよく、その場合、重畳制御部７３の分離制御により、各ヘッダ除去部７２
１には、対応する元I/Fのパケット信号のみが送られる。
【００４９】
　変換部７１は、パケット信号のフォーマットを共通フォーマットから元I/F固有のフォ
ーマットに戻して、元I/Fの信号線により接続する機能デバイスに送る。
【００５０】
　シリアルI/F制御部７４は、受信側のシリアルI/F５０の電源供給を停止する場合は、送
信側制御部６０からの指示に従って行う。具体的には、送信側制御部６０の重畳制御部６
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２は、使用しないシリアルI/Fに対する停止信号を送信側制御部６０のシリアルI/F制御部
６４に送る。シリアルI/F制御部６４は、送信側のシリアルI/F５０を停止する前に停止信
号を停止させるシリアルI/Fを介して、受信側制御部７０に送る。受信側制御部７０のシ
リアルI/F制御部７４は、停止信号を検知すると、停止対象のシリアルI/Fへの電源供給を
停止する。なお、停止信号の送信は、停止対象のシリアルI/Fでなく、使用中のシリアルI
/Fを用いてもよい。
【００５１】
　停止状態から起動状態にする場合、送信側制御部６０のシリアルI/F制御部６４により
シリアルI/F５０を起動すると、受信側制御部７０のシリアルI/F制御部７４は、起動対象
のシリアルI/Fの信号線の電位を検出して、電源投入する。又は、使用中のシリアルI/Fを
用いて、停止信号の送信と同様に、送信側制御部６０から受信側制御部７０に使用中のシ
リアルI/Fを用いて起動信号を送信し、シリアルI/F制御部７４が、起動信号を検知するこ
とで、起動対象のシリアルI/Fに電源供給を開始するようにしてもよい。
【００５２】
　クロック周波数を可変制御することにより、各シリアルI/Fの帯域を柔軟に変えること
ができるようになるので、重畳制御部６３（及び７３）が、必要な帯域に応じて、クロッ
ク周波数を制御する構成としてもよい。必要な帯域と最大伝送帯域に大きな差がある場合
は、クロック周波数を低下させることで、帯域を小さくすることで、電流消費をより少な
くすることができる。
【００５３】
　また、機能デバイス側からプロセッサ側に信号を伝送する場合は、上述の実施の形態に
おける信号の伝送方向と逆方向となるので、受信側制御部が送信側制御部として動作し、
送信側制御部が受信側制御部として動作する。
【００５４】
　以上説明した実施の形態の主な技術的特徴は以下の付記の通りである。
【００５５】
　（付記１）
　帯域が異なる複数のシリアルインターフェースそれぞれに対応する複数のシリアル信号
線と、
　前記シリアル信号線の本数より多い複数の信号線から入力される複数種類の信号を重畳
して、前記複数のシリアルインターフェースのうち、所定の伝送条件に従って該重畳信号
を伝送するシリアルインターフェースを選択する送信側制御部と、
　前記選択されたシリアルインターフェースのシリアル信号線を介して伝送された前記重
畳信号を受信し、前記重畳信号を前記複数種類の信号に戻して、その種類毎の信号線に振
り分ける受信側制御部とを備えることを特徴とするインターフェース回路。
（付記２）
　付記１において、
　前記送信側制御部は、前記所定の伝送条件の変化に伴い、前記重畳信号を伝送するシリ
アルインターフェースを変えることを特徴とするインターフェース回路。
【００５６】
　（付記３）
　付記１又は２において、
　前記所定の伝送条件は、前記重畳信号の伝送に必要な帯域であることを特徴とするイン
ターフェース回路。
【００５７】
　（付記４）
　付記３において、
　前記重畳信号を伝送可能な帯域のシリアルインターフェースが複数ある場合、前記送信
側制御部は、そのうちの最も帯域の狭いシリアルインターフェースを選択することを特徴
とするインターフェース回路。
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【００５８】
　（付記５）
　付記３において、
　前記送信側制御部は、前記重畳信号を伝送しないシリアルインターフェースへの電源供
給を停止することを特徴とするインターフェース回路。
【００５９】
　（付記６）
　表示部及びカメラを含む複数の機能部と、
　前記複数の機能部を制御するプロセッサと、
　各機能部それぞれと前記プロセッサ間を接続する複数の信号線と、
　前記信号線の途中に挿入されるインターフェース回路とを備え、
　前記インターフェース回路は、
　前記複数の信号線の本数より少なく且つ帯域が異なる複数のシリアルインターフェース
それぞれに対応する複数のシリアル信号線と、
　前記複数の信号線を介して入力される複数種類の信号を重畳して、該重畳信号を所定の
伝送条件に従って前記複数のシリアルインターフェースのいずれかに振り分ける送信側制
御部と、
　前記振り分けられたシリアルインターフェースのシリアル信号線を介して伝送された前
記重畳信号を受信し、前記重畳信号を前記複数種類の信号に戻して、その種類毎の信号線
に振り分ける受信側制御部とを備えることを特徴とする携帯端末装置。
【００６０】
　（付記７）
　付記５において、
　折りたたみ式携帯電話機であることを特徴とする携帯端末装置。
【００６１】
　（付記８）
　付記７において、
　前記送信側制御部は、前記所定の伝送条件の変化に伴い、前記重畳信号を伝送するシリ
アルインターフェースを変えることを特徴とする携帯端末装置。
【００６２】
　（付記９）
　付記７において、
　前記所定の伝送条件は、前記重畳信号の伝送に必要な帯域であることを特徴とする携帯
端末装置。
【００６３】
　（付記１０）
　付記９において、
　前記重畳信号を伝送可能な帯域のシリアルインターフェースが複数ある場合、前記送信
側制御部は、そのうちの最も帯域の狭いシリアルインターフェースを選択することを特徴
とする携帯端末装置。
【００６４】
　（付記１１）
　付記９において、
　前記送信側制御部は、前記重畳信号を伝送しないシリアルインターフェースへの電源供
給を停止することを特徴とする携帯端末装置。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】携帯電話機の従来のインターフェース構成例を説明する図である。
【図２】本実施の形態におけるインターフェース回路の構成例を示す図である。
【図３】送信側制御部６０の構成例を示す図である。
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【図４】重畳制御部６３における振り分け制御を説明する図である。
【図５】受信側制御部７０の構成例を示す図である。
【符号の説明】
【００６６】
　５０（Ａ、Ｂ、Ｃ）：シリアルＩ／Ｆ、６０：送信側制御部、６１：変換部、６２：パ
ケット処理部、６３：重畳制御部、６４：シリアルＩ／Ｆ制御部、７０：受信側制御部、
７１：変換部、７２：パケット処理部、７３：重畳制御部、７４：シリアルＩ／Ｆ制御部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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